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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スチフナランアウトであって、
　略垂直方向に構成されて、前面（１２０）と、背面（１２２）と、下縁と、及びウェブ
（１０６）の最も外側に位置するウェブ終了点（２０８）とを含むウェブ（１０６）、及
び
　ベースフランジ（１０８）
を備えており、ベースフランジ（１０８）が、
　　ウェブ（１０６）の下縁に隣接し、ウェブ（１０６）の前面（１２０）から略水平に
延在する第一のフランジ部分（１０８Ａ）、
及び
　　ウェブ（１０６）の下縁に隣接し、ウェブ（１０６）の背面（１２２）から略水平に
延在する第二のフランジ部分（１０８Ｂ）、及び
　　ベースフランジ（１０８）の最も外側に位置するフランジ終了点（２０６）を含み、
フランジ終了点（２０６）がウェブ終了点（２０８）の前方に位置し、
　シチフランアウトが、
　ペリメータクランプ半径充填材（１１２）をさらに備えており、ペリメータクランプ半
径充填材（１１２）が、ペリメータクランプ半径充填材（１１２）と第一のフランジ部分
（１０８Ａ）の上面の周囲の一部との間に接触領域を形成するために、第一のフランジ部
分の上面の周囲の一部で第一のフランジ部分（１０８Ａ）の上面と接触するように構成さ
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れており、接触領域が、ペリメータクランプ半径充填剤（１１２）と第一のフランジ部分
の上面との間に解放空洞（２１２）を画定している、スチフナランアウト。
　
【請求項２】
　　ベースフランジ（１０８）が、ウェブ（１０６）と位置合わせされた中央位置にある
フランジ終了点（２０６）に凹型ノッチ（２０４）を備えていることにより、ウェブ終了
点（２０８）が凹型ノッチ（２０４）の略中央に位置している、請求項１に記載のスチフ
ナランアウト。
【請求項３】
　　ウェブ終了点（２０８）が凹型ノッチ（２０４）の弓形の縁上に配置されるように、
凹型ノッチ（２０４）が弓形の縁を備えることを特徴とする、請求項２に記載のスチフナ
ランアウト。
【請求項４】
　　ベースフランジ（１０８）がフランジ終了点（２０６）に複数の丸角を備えている、
請求項２又は３に記載のスチフナランアウト。
【請求項５】
　解放空洞（２１２）内に配置された柔軟な充填材をさらに備える、請求項１から４のい
ずれか一項に記載のスチフナランアウト。
【請求項６】
　解放空洞（２１２）への開口部が、ペリメータクランプ半径充填材（１１２）の縁に沿
って配置されるように、接触領域が略Ｃ形状である、請求項１から５のいずれか一項に記
載のスチフナランアウト。
【請求項７】
　解放空洞（２１２）への開口部が、ウェブ（１０６）に隣接するペリメータクランプ半
径充填材（１１２）の縁と対向するペリメータクランプ半径充填材（１１２）の縁に沿っ
て配置されている、請求項６に記載のスチフナランアウト。
【請求項８】
　複合スチフナと複合構造との間のボンドラインの分離を制御する方法であって、
　ウェブ（１０６）及びベースフランジ（１０８）を備えた複合スチフナであって、ウェ
ブ（１０６）がウェブ終了点（２０８）で終了し、ベースフランジ（１０８）がウェブ終
了点（２０８）の前方にあるフランジ終了点（２０６）で終了し、かつ、ベースフランジ
（１０８）が丸角を備える複合スチフナを提供すること、
　ウェブ終了点（２０８）に至る前のある位置における完全な高さからウェブ終了点（２
０８）における減少した高さへとウェブ（１０６）をトリミングすること、
　ウェブ終了点（２０８）が凹型ノッチ（２０４）の略中央に位置するように、ベースフ
ランジ（１０８）内のフランジ終了点（２０６）に凹型ノッチ（２０４）を提供すること
、及び
　ベースフランジ（１０８）の底面を複合構造の上面に接合すること
を含み、
　ペリメータクランプ半径充填材（１１２）とベースフランジ（１０８）の上面の周囲の
一部との間に接触領域を形成するために、ベースフランジ（１０８）の上面の周囲の一部
でベースフランジ（１０８）の上面と接触するように構成された底面を備える少なくとも
１つのペリメータクランプ半径充填材（１１２）を提供することであって、接触領域がペ
リメータクランプ半径充填材（１１２）とベースフランジ（１０８）の上面との間に解放
空洞（２１２）を画定する、提供すること、及び
　　少なくとも１つのペリメータクランプ半径充填材（１１２）をベースフランジ（１０
８）の上面に複数の留め具（２１４）を使用して固定することであって、複数の留め具（
２１４）が、ペリメータクランプ半径充填材（１１２）の上面から、解放空洞（２１２）
、ベースフランジ（１０８）、及びを複合構造を通って延在する、固定すること
　をさらに含む方法。
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【請求項９】
　　繊維ガラスウェッジ（４０４）を提供することをさらに含み、ベースフランジ（１０
８）の底面を複合構造の上面に接合することには、繊維ガラスウェッジ（４０４）の底面
を複合構造の上面に接合すること、及び繊維ガラスウェッジ（４０４）の上面をベースフ
ランジ（１０８）の底面に接合することを含み、ベースフランジ（１０８）は繊維ガラス
ウェッジ（４０４）の構成に対応する非均一な厚さを備える、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　　ベースフランジ（１０８）の底面を複合構造の上面に接合すると、複合スチフナと複
合構造との間にスカーフジョイント（４０２）が形成されるように、複合構造が非均一の
厚さを有し、ベースフランジ（１０８）が複合構造の非均一な厚さに対応する非均一な厚
さを有している、請求項８または９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ストリンガは、パネル及びその他の構造を補強するために頻繁に使用される構造部材で
ある。複合パネルの場合、圧縮荷重を受けた際の複合パネルの座屈やそれ以外の破損を防
ぐため、複合パネルには複合ストリンガがコボンド又は二次接合される。結合されたパネ
ルとストリンガは、その後基礎構造に固定される。
【背景技術】
【０００２】
　スチフナは、対応する複合パネルに圧縮荷重に対する適度な強度を与えるが、特定の条
件下では、スチフナランアウト（ストリンガが終了する領域）に、ストリンガとパネル間
におけるディスボンドが発生する可能性がある。複合材の層間靱性の低さと相まって、荷
重経路が突然不連続になると、構造部材に作業荷重における剥離やディスボンドが発生し
得る。
【０００３】
　従前、複合構造のスチフナランアウトの箇所に起こり得るディスボンドは、各種の技術
によって対処されてきた。たとえば、スチフナの終了をパネルの端に移すような複合パネ
ルの構造が設計される。ただし、このようにすると、対応するパネルの費用及び重量に悪
影響が及ぶ場合がある。別の従来の解決方法では、作業荷重におけるディスボンドの発生
は許容され、ディスボンドを停止させるために留め具が使用される。この解決方法には過
度の確認試験が必要となり、たとえ致命的でなくとも、いかなる量のディスボンドの発生
も顧客にとっての不安となる。
【０００４】
　スチフナランアウトの位置におけるディスボンドを制御する別の従来方法には、スチフ
ナの終了端に固定された平らな金属製半径充填材を使用することが挙げられる。ただし、
このような従来の半径充填材はフランジ下におけるディスボンドの停止には有効ではなく
、ストリンガのウェブ下ではディスボンド停止機能が働かない。ストリンガから、取り付
けられた複合構造へと荷重を移すため、機械的に取り付けられた比較的大きな金属製の取
付部品が使用されることもある。この種の取付部品には、取付部品が対応する構造の重量
を増加させ、また作業荷重におけるディスボンドを完全に抑制しないにも関わらず、設置
がコスト高であるという欠点がある。
【０００５】
　上記の及び他の検討事項に鑑みて、本発明が本明細書で開示される。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の概要は、以下の詳細な説明に記述される概念を簡単な形に抜粋して紹介するた
めのものである。本発明の概要は、特許請求された発明の範囲を限定するために使用され
ることを意図するものではない。
【０００７】
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　本明細書に記載される装置及び方法は、耐ディスボンドスチフナランアウトを提供する
。一態様によれば、スチフナランアウトにはウェブ及びベースフランジが含まれる。ウェ
ブは、前面、背面、下縁、及びウェブの最も外側の位置にあるウェブ終了点を有し、垂直
方向に構成できる。ベースフランジにはウェブの前面及び背面からそれぞれ水平に延在す
る２つのフランジが含まれる。ベースフランジにはベースフランジの最も外側の位置にあ
るフランジ終了点が含まれ、フランジ終了点はウェブ終了点の前方にある。
【０００８】
　別の態様によれば、複合スチフナと複合構造間のボンドライン分離を制御する方法が提
供される。この方法には、ウェブとベースフランジを有する複合スチフナの提供が含まれ
てよい。ウェブはウェブ終了点で終了し、一方ベースフランジはウェブ終了点の前方にあ
るフランジ終了点で終了する。ベースフランジには丸角が含まれてよい。ウェブはウェブ
終了点に至る前の完全な高さからトリミングされ、ウェブ終了点で減少された高さになる
ようにしてもよい。ベースフランジのフランジ終了点に凹型ノッチを設けてもよい。この
場合、ウェブ終了点は凹型ノッチの中央に配置される。ベースフランジは複合構造に接合
され得る。
【０００９】
　さらに別の態様によれば、スチフナランアウトアセンブリは、スチフナランアウト、ス
チフナランアウトに接合された複合構造、一対のペリメータクランプ半径充填材、及び任
意の数の留め具が含まれる。スチフナランアウトには、ウェブの最も外側の位置にあるウ
ェブ終了点で高さが減少されるように完全な高さからトリミングされたウェブが含まれる
。またスチフナランアウトには、ウェブを基に相反する方向に水平に延在するベースフラ
ンジが含まれてよく、かつ、ベースフランジの最も外側の位置にあるフランジ終了点が含
まれる。フランジ終了点がウェブ終了点の前方に配置され、この場合、ウェブ終了点はベ
ースフランジの凹型ノッチ内に配置される。
【００１０】
　複合構造は、スチフナランアウトのベースフランジに、スカーフジョイントにおいて接
合される。一対のペリメータクランプ半径充填材が、ウェブの対面する両側のベースフラ
ンジの上面に配置される。各ペリメータクランプ半径充填材には、ペリメータクランプ半
径充填材とベースフランジの上面の周縁との間に接触領域を形成するため、ベースフラン
ジの上面をベースフランジの上面の周縁に接触させるよう構成された底面を含めてよい。
接触領域は、ペリメータクランプ半径充填材とベースフランジの上面との間の解放空洞を
画定する。留め具は、ペリメータクランプ半径充填材の上面から、解放空洞、ベースフラ
ンジ、そして複合構造を通って延びて、ペリメータクランプ半径充填材をベースフランジ
の上面に固定する。
【００１１】
　上述の特徴、機能及び利点は、本発明の様々な実施形態で独立に実現可能であるか、又
は別の実施形態で組み合わせることが可能である。これらの実施形態について、以下の記
載及び図面を参照してさらに詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は、スチフナランアウトアセンブリの正面図であり、本明細書で示される各
種の実施形態によりディスボンドを制御するスチフナランアウトの態様を示す。
【図２】図２は、スチフナランアウトの平面図であり、本明細書で示される各種の実施形
態によりディスボンドを制御するスチフナランアウトの態様を示す。
【図３】図３は、スチフナランアウトアセンブリの側面図であり、本明細書で示される各
種の実施形態によりディスボンドを制御するスチフナランアウトの態様を示す。
【図４】図４は、スチフナランアウトアセンブリの側面図であり、本明細書で示される各
種の実施形態によりディスボンドを制御するスチフナランアウト及びスカーフジョイント
の態様を示す。
【図５】図５は、スチフナランアウトアセンブリの側面図であり、本明細書で示される各
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種の実施形態によりディスボンドを制御するスチフナランアウト及び別のスカーフジョイ
ントの態様を示す。
【図６】図６は、本明細書で示される各種の実施形態により、複合スチフナと複合構造と
の間のボンドラインの分離を制御する方法を示すフローダイアグラムである。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下の発明の詳細な説明は、複合スチフナと複合構造間との間のボンドラインの分離の
制御に関する。既述のように、作業荷重を受けた際、ストリンガランアウト位置において
、ストリンガとコボンドされた複合構造との間に剥離又はディスボンドが発生し得る。航
空機などのビークルの構造において複合材の使用が増加しており、ストリンガランアウト
位置における剥離及びディスボンドの制御が第一の関心事となっている。ストリンガのデ
ィスボンド問題に対する解決策には、製造の費用及び複雑さに加え、特に航空機の業界に
おいては重量の問題を考慮する必要がある。
【００１４】
　重量、製造の複雑さ及び費用を最小化しつつ、複合ストリンガとコボンドされた複合構
造との間のディスボンドを防ぐために、本明細書における概念や技術を使用する際、スト
リンガランアウトにはストリンガランアウトの各種態様を単独で又は組み合わせて取り入
れることができる。以下に記述される各種の実施形態は、航空機の複合外板にコボンドさ
れた航空機の複合ストリンガに関連して説明される。これら各種の実施形態は、これらの
特定のコンポーネントに限定されることも、航空機における用途に限定されることもない
。むしろ、後述の概念は、ストリンガ又は同様の補強コンポーネントが複合構造に接合さ
れるあらゆる実装態様に等しく適用できる。
【００１５】
　下記の詳細説明において、本明細書の一部を形成し、説明、特定の実施形態又は実施例
として示される添付の図面を参照する。ここで図面を参照してみると、複数の図面を通し
て同じ数字は同じ要素を示している。複合スチフナと複合構造との間のディスボンドを制
御する方法並びに耐ディスボンドスチフナランアウト及びアセンブリについてこれから説
明する。
【００１６】
　図１は、スチフナランアウトアセンブリ１００の正面図である。この図示した実施形態
に係るスチフナランアウトアセンブリ１００には、複合構造１０４にコボンドされたスチ
フナランアウト１０２が含まれる。複合構造１０４は航空機の外板など、補強が望まれる
任意の複合パネル、シート、又はその他のコンポーネントとすることができる。スチフナ
ランアウト１０２には、ウェブ１０６、第一のフランジ部分１０８Ａと第二のフランジ部
分１０８Ｂを備えたベースフランジ１０８、及びキャップ１１０が含まれる。ヌードル１
１４が、ウェブ１０６と、第一のフランジ部分１０８Ａ及び第二のフランジ部分１０８Ｂ
との間に形成される領域内に接合される。
【００１７】
　図１に示すように、ウェブは複合構造１０４に対して垂直に延在する。第一のフランジ
部分１０８Ａがウェブ１０６の前面１２０から略水平に延在し、第二のフランジ部分１０
８Ｂがウェブ１０６の背面１２２から略水平に延在するように、ベースフランジ１０８は
ウェブ１０６の下縁に配置してよい。ベースフランジ１０８は複合構造１０４に接合され
ている。各種の実施形態においては、スチフナランアウトアセンブリ１００には、スチフ
ナランアウト１０２の前縁におけるディスボンドの防止に役立つよう、第一のフランジ部
分１０８Ａと第二のフランジ部分１０８Ｂ上に配置されたペリメータクランプ半径充填材
１１２を含めることができる。ペリメータクランプ半径充填材１１２の各種機能について
は図２及び３を参照しつつ、より詳細に説明する。スチフナランアウト１０２には、本開
示の範囲から逸脱することなく、これらの図に示されるスチフナランアウト１０２に追加
の機能、及び／又はこれらの図に示されるスチフナランアウト１０２とは異なる各種の比
率や構成が含まれ得る。各図は原寸に比例して記載されていない場合があり、また説明の
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ためだけに示されている。
【００１８】
　図２及び図３は、一実施形態に係るスチフナランアウト１０２のそれぞれ平面図及び側
面図である。上述したように、スチフナランアウト１０２はウェブ１０６とベースフラン
ジ１０８を含んでよい。スチフナランアウト１０２には、スチフナランアウト１０２と複
合構造１０４との間のあらゆるディスボンドを、単独で又は組み合わせて軽減又は除去す
る複数の機能がある。そのような機能の１つにベースフランジ１０８の丸角２０２がある
。従来のスチフナには方形化された角を有するベースフランジが含まれる。四角い角の方
が、製造がしやすい。歴史的に、剥離は、特に部分的なせん断荷重が存在する際、まずベ
ースフランジの角で発生しやすい。ただし、トリミング又はその他の方法で図２に示すよ
うな丸角２０２を形成することにより、ベースフランジ１０８の角を通して荷重は容易に
分散され、これらの位置における剥離の可能性を低減する。
【００１９】
　本明細書で開示されるディスボンドを制御する別の機能として、ベースフランジ１０８
内の凹型ノッチ２０４が挙げられる。各種の実施形態において、ベースフランジ１０８は
フランジ終了点２０６において終了する。フランジ終了点２０６はスチフナランアウト１
０２の最も前方の位置とすることができる。同様に、ウェブ１０６はウェブ終了点２０８
において終了する。従来のスチフナには同じ位置で終了するウェブとベースフランジが含
まれる。ストリンガランアウトの前縁は、通常、ベースフランジ１０８よりウェブ１０６
及びヌードル１１４下で強固である。通常のストリンガの前縁の中心位置がこのように強
固であることにより、ベースフランジ１０８の別の位置でディスボンドが発生するよりも
前に、この位置でディスボンドが発生する。
【００２０】
　しかしながら、図２に明確に示すように、本明細書の各種の実施形態のスチフナランア
ウト１０２は、ウェブ終了点２０８の前方にフランジ終了点２０６を含んでいる。ウェブ
終了点２０８は凹型ノッチ２０４内に位置し、凹型ノッチ２０４はフランジ終了点２０６
の後方にあるベースフランジ１０８の半円形又は弓形の縁上に存在してよい。こうするこ
とで、スチフナランアウト１０２の終了点と複合構造１０４との間のあらゆる曲率は一致
し、これにより、ウェブ１０６及びヌードル１１４下でのディスボンドが軽減される。
【００２１】
　同様に、図３に示すように、ウェブ１０６は完全な高さ３０４から、ウェブ終了点２０
８において減少した高さ３０６になるようトリミングされてもよい。一実施形態において
は、減少した高さ３０６はベースフランジ１０８の上面と略同一平面となる。ウェブ１０
６をテーパ処理する又はその高さを減少することで、ストリンガ１０２内の荷重はフラン
ジ終了点２０６において低減され、これによってディスボンドの可能性が減る。さらに、
ウェブ１０６の高さを縮小することで、スチフナランアウト１０２の剛性がスチフナの中
心軸に沿って減るが、これは凹型ノッチ２０４に関する既述の利点と同様に、ウェブ１０
６とヌードル１１４下でのディスボンドを軽減する。一実施形態においては、図３に示す
ような曲線状の構成となるように、ウェブ１０６の前縁部３０２はテーパ処理される。
【００２２】
　ディスボンドを制御するために使用される追加の機能には、図２及び３に示されるペリ
メータクランプ半径充填材１１２の使用が含まれる。上述の通り、従来の半径充填材は平
らな金属の部材であって、フランジへの圧力及びそれに対応するフランジとその下にある
複合構造との間の接合を付与してディスボンドを軽減するため、ベースフランジに固定さ
れる。しかしながら、従来の半径充填材ではパネルの変形に有効に対処できない。たとえ
ば、複合構造１０４又はパネルが荷重を受けて変形し、従来の半径充填材の一部の下にあ
るパネルが下方に屈曲すると、従来の半径充填材は、下方に曲がっているパネルの一部の
上方に、表面から離昇する傾向があるか、あるいは半径充填材の一部がパネルとともに下
方に曲がる際、従来の半径充填材の反対側の縁が表面から離昇しうる。
【００２３】
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　本明細書におけるペリメータクランプ半径充填材１１２は、ディスボンドが最も発生し
やすい箇所であるベースフランジ１０８の周囲に締付力を集中させることで、従来の半径
充填材のこれらの欠点を緩和する。さらに、ペリメータクランプ半径充填材１１２の中心
部内にある解放空洞２１２は、複合構造１０４及び対応するベースフランジ１０８のあら
ゆる変形を収容する。ペリメータクランプ半径充填材１１２は金属製又は任意の他の適切
な材料製でよい。
【００２４】
　一実施形態によると、各ペリメータクランプ半径充填材１１２には、ペリメータクラン
プ半径充填材１１２と、それに対応するベースフランジ上面の部分との間の接触領域２１
０をベースフランジ１０８の境界の周囲に形成するため、半径充填材の周囲の一部から下
方に突出する底面が含まれる。接触領域２１０は解放空洞２１２の境界を画定する。ペリ
メータクランプ半径充填材１１２は、スチフナランアウト１０２の縁でのディスボンドを
防ぐために、接触領域２１０内でベースフランジ１０８に圧力を与える。解放空洞２１２
内での変形を許容しつつ、ペリメータクランプ半径充填材１１２への加圧がベースフラン
ジ１０８の周囲に分散及び集中されるため、ペリメータクランプ半径充填材１１２は従来
の有効性の低い半径充填材と比較して、有意な利点を提供する。
【００２５】
　各種の実施形態によると、接触領域２１０はベースフランジ１０８の１つの縁から解放
空洞２１２にアクセスできる開口部２１６を有する略Ｃ形状とすることができる。ウェブ
１０６と反対側のベースフランジ１０８の縁部分はディスボンドの影響をあまり強く受け
ないため、図２及び３に示すように、開口部２１６はベースフランジ１０８の縁に沿って
ウェブ１０６と反対側に配置してよい。別の方法として、開口部２１６はベースフランジ
１０８の最も後方の縁又は他の任意の縁に配置してよく、任意のサイズ及び形状に構成し
てよい。一実施形態では、解放空洞２１２は、シーラントや当該用途に適した他の材料な
どの柔軟な充填材で充填でき、このようにすることで、ベースフランジ１０８に加圧せず
に変形を可能にすることができる。開口部２１６は設置中余った柔軟な充填材を解放空洞
２１２から逃すための通路となる。
【００２６】
　留め具２１４は、ペリメータクランプ半径充填材１１２、ベースフランジ１０８、及び
複合構造１０４の対応する穴を通して螺着又は他の方法で配置できる。留め具２１４に加
えられるトルクは、ディスボンドを防ぐために、ペリメータクランプ半径充填材１１２か
らベースフランジ１０８の周囲へと接触領域２１０を介して力を伝達する。各ペリメータ
クランプ半径充填材１１２には２つの留め具２１４が示されているが、本発明の範囲から
逸脱することなく、任意の数の留め具２１４を使用できる。
【００２７】
　図４及び５は、スチフナランアウト１０２と複合構造１０４との間に一種のスカーフジ
ョイント４０２が形成される別の２つの実施形態を示す。本発明の開示において、「スカ
ーフジョイント」という用語は、２つ以上の部材の結合において、これら２つの部材が、
他方の部材の余角の斜面に係合する角度の斜面を持つように製造又は修正されている連結
を指す。図４は、複合構造１０４が均一な厚さを持つが、繊維ガラスウェッジ４０４に接
合される第一の実施形態を示している。繊維ガラスウェッジ４０４は図４でハッチングさ
れているが、これはウェッジを目立たせるためにすぎない。繊維ガラスウェッジ４０４は
、ベースフランジ１０８のフランジの斜面４０８に同時硬化されるウェッジの斜面４０６
を提供する。フランジの斜面４０８は、所望の角度及び結合の長さに合うように、複合材
のプライを減らすことで形成できる。繊維ガラスウェッジ４０４は非常に柔軟で、荷重を
複合構造１０４内により長い長さに亘りせん断するよう構成され、これによりディスボン
ドを発生させ得る局在モーメントを減少させる。本明細書では繊維ガラスウェッジ４０４
は繊維ガラスと記載しているが、ウェッジの形成にはスチフナランアウト１０２及び複合
構造１０４の材料より更に柔軟な（より剛性の低い）任意の適切な材料を使用できる。
【００２８】
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　図５は、フランジの斜面４０８の所望の角度及びスカーフジョイント４０２の所望の長
さに合うように、複合材のプライを減らしてスカーフジョイント４０２を形成する第二の
実施形態を示す。同様に、対応する構造の斜面５０２は、構造の斜面５０２の所望の角度
及びスカーフジョイント４０２の所望の長さに合うように、複合材のプライを増やして形
成することができる。結果的に、ベースフランジ１０８は、スカーフジョイント４０２内
で複合構造１０４の非均一な厚さを補完するように非均一な厚さとなる。ある例示的実施
形態では、スカーフジョイント４０２の構造の斜面５０２及びフランジの斜面４０８に関
する横の線（ｒｕｎ）対縦の線（ｒｉｓｅ）の比率は約２０：１である。各種の実施形態
において、この比率を２０：１から３０：１の間にしてよい。図４を参照して前述した繊
維ガラスウェッジ４０４を用いて形成するスカーフジョイント４０２の効果と同様、図５
のベースフランジ１０８と複合構造１０４のプライを修正して形成されたスカーフジョイ
ント４０２の効果は、荷重を、スチフナから複合構造１０４へと比較的長い距離に亘りせ
ん断することにある。このようにすることで、ディスボンドを引き起こす可能性のある負
荷線内のオフセットが減り、有害な局在モーメントが最小化される。
【００２９】
　ここで図６を参照し、スチフナランアウト１０２と複合構造１０４との間のボンドライ
ンの分離を制御する手順６００を詳しく説明する。行われる工程の数は、図６に示し、本
明細書に記載するよりも多くても少なくてもよい。これらの工程は、本明細書で説明され
るものとは異なる順番で行うこともできる。手順６００は工程６０２から開始され、工程
６０２では、複合材製のウェブ１０６及びベースフランジ１０８を備えたスチフナランア
ウト１０２が形成される。この工程又は手順６００の他のいずれかの工程の間に、本開示
に密接な関係のないスチフナの他の機能が追加的に形成されてもよい。たとえば、スチフ
ナの形成には通常、ウェブ１０６の下縁と、及び第一のフランジ部分１０８Ａと第二のフ
ランジ部分１０８Ｂとの間の適切な位置とにヌードル１１４を接合することに加え、ウェ
ブ１０６の上縁にキャップ１１０を接合することを含まれる。
【００３０】
　手順６００は、工程６０２から工程６０４へと続行し、工程６０４ではベースフランジ
１０８の丸角２０２が形成される。この工程は、ベースフランジ１０８を硬化させた後で
従来の四角い角をトリミングすることにより行われるか、又は複合成形工程の一部として
もよい。工程６０６で、凹型ノッチ２０４がベースフランジ１０８に形成される。凹型ノ
ッチ２０４は、ベースフランジ１０８の材料をトリミングして形成するか、又は材料の複
合成形工程の中で形成することができる。凹型ノッチ２０４のサイズ及び深さは、特定の
実装態様により、及びフランジ終了点２０６とウェブ終了点２０８との間の所望の距離に
より決まる。手順６００は工程６０６から６０８へと続行し、工程６０８では、ウェブ１
０６の高さがトリミングされ、完全な高さ３０４からウェブ終了点において減少した高さ
３０６になる。ウェブ１０６の前縁部３０２は、減少した高さ３０６になるように、曲線
状の構成に従ってトリミングされるか、又は線状にテーパ処理される。
【００３１】
　手順６００は工程６０８から６１０へと続行し、工程６１０では、スチフナランアウト
１０２と複合構造１０４との間にスカーフジョイント４０２が形成される。図４に照らし
前述したとおり、スカーフジョイント４０２を形成する第一の方法には、複合構造１０４
の上面に接合された繊維ガラスウェッジ４０４を使用することと、ベースフランジ１０８
のフランジの斜面４０８に同時硬化されるウェッジ斜面４０６を提供することとが伴う。
ベースフランジ１０８のフランジの斜面４０８は、スカーフジョイント４０２において、
所望の２０：１～３０：１、又はその他の比率を形成するように、プライを落とすことに
より形成できる。また図５に照らし前述したとおり、スカーフジョイント４０２の第二の
形成方法には、フランジの斜面４０８を形成するためにベースフランジ１０８にプライを
落とし、構造の斜面５０２を形成するために複合構造１０４内のプライを増加させること
が含まれる。次に、フランジの斜面４０８及び構造の斜面５０２は同時硬化され、スカー
フジョイント４０２が形成される。
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【００３２】
　手順６００は工程６１０から６１２へと続行し、工程６１２では、ペリメータクランプ
半径充填材１１２が留め具２１４を用いてベースフランジ１０８に固定される。接触領域
２１０内部の締付力をベースフランジ１０８の周囲に対して集中させるために、トルクが
留め具２１４に加えられ、これらの領域内におけるディスボンドが軽減される。工程６１
４では、解放空洞２１２が柔軟なシーラント又は他の材料で充填され、手順６００は終了
する。
【００３３】
　使用中、スチフナランアウト１０２からの荷重は、かなり長い距離に亘り、スカーフジ
ョイント４０２において複合構造１０４にせん断され、スチフナランアウト１０２と複合
構造１０４との間のディスボンドを発生させ得る負荷線内のオフセットを減じる。このよ
うな荷重には、航空機の安定した直線及び水平飛行操作といった、静的荷重が起こる第一
の荷重状態が含まれうる。この荷重は、上昇中、旋回中、速度変化中といった、動的荷重
が起こる第二の荷重状態に移行する可能性がある。この荷重変化の間に、前述のスカーフ
ジョイント４０２及びスチフナランアウト１０２の他の諸機能が、従来のストリンガラン
アウトに伴うディスボンドを防ぐ又は遅らせるように、荷重を複合構造１０４に分散させ
るよう機能する。
【００３４】
　本発明の一態様によれば、スチフナランアウトを備えたスチフナランアウトアセンブリ
が提供され、このアセンブリは、ウェブ終了点に至る前の特定位置における完全な高さか
らウェブの最も外側の位置にあるウェブ終了点において減少した高さにトリミングされた
ウェブと、ウェブから相反する方向に水平に延在するベースフランジであって、ベースフ
ランジの最も外側の位置にフランジ終了点を含むベースフランジとを備えており、フラン
ジ終了点はウェブ終了点の前方に配置され、ウェブ終了点はベースフランジの凹型ノッチ
内に配置されており、複合構造がスチフナランアウトのベースフランジにスカーフジョイ
ントにおいて接合され、一対のペリメータクランプ半径充填材がウェブの対面する両側の
ベースフランジの上面に配置されており、各ペリメータクランプ半径充填材は、ペリメー
タクランプ半径充填材とベースフランジの上面の周囲の一部との間に接触領域を形成する
ため、ベースフランジの上面とベースフランジの上面の周囲の一部で接触するよう構成さ
れる底面を備え、接触領域はペリメータクランプ半径充填材とベースフランジの上面との
間の解放空洞を画定しており、一対のペリメータクランプ半径充填材をベースフランジの
上面に固定する複数の留め具を備え、各留め具は一対のペリメータクランプ半径充填材の
一方の上面から、解放空洞、ベースフランジ、複合構造を通って延在する。
【００３５】
　本発明の別の一態様によれば、ベースフランジと複合構造との間に繊維ガラスウェッジ
をさらに備えたスチフナランアウトが提供され、このスチフナランアウトでは、スカーフ
ジョイントを形成するために、ベースフランジが繊維ガラスウェッジの構成に対応する非
均一な厚さを含む。本発明の別の一態様によれば、ペリメータクランプ半径充填材の上面
から、解放空洞、及び第一のフランジ部分を通って構造まで延在する複数の留め具をさら
に備えており、これらスチフナランアウトはこれら複数の留め具を介して構造に結合され
ている。本発明の別の一態様によれば、ウェブの高さが、ウェブ終了点に至る前の特定位
置における完全な高さからウェブ終了点における減少した高さまで減少するスチフナラン
アウトが提供される。
【００３６】
　本発明の別の一態様によれば、ウェブの前縁が、ウェブ終了点に至る前の特定位置から
ウェブ終了点まで略曲線状であるスチフナランアウトが提供される。本発明の一態様によ
れば、略垂直方向に構成されて、前面、背面、下縁、及びウェブの最も外側の位置にウェ
ブ終了点を含むウェブと、ウェブの下縁に隣接してウェブの前面から略水平に延在する第
一のフランジ部分及びウェブの下縁に隣接してウェブの背面から略水平に延在する第二の
フランジ部分を備えたベースフランジとを備え、ベースフランジがベースフランジの最も
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外側の位置にフランジ終了点を含み、フランジ終了点がウェブ終了点の前方に位置するス
チフナランアウトが提供される。
【００３７】
　本発明のさらなる一態様によれば、スカーフジョイントに従い、ベースフランジの底面
に接合された構造をさらに備えたスチフナランアウトが提供される。本開示の一態様によ
れば、構造の上面に接合された繊維ガラスウェッジを備えたスカーフジョイントが提供さ
れ、このスカーフジョイントでは、構造は略均一の厚さを備え、かつ、ベースフランジは
繊維ガラスウェッジの構成に対応する非均一の厚さを備える。本開示の一態様によれば、
構造が非均一の厚さを備え、かつ、ベースフランジが構造の非均一の厚さに対応する非均
一の厚さを備えるスチフナランアウトが提供される。
【００３８】
　　前述の説明から明らかなように、作業荷重下でのスチフナランアウト１０２のディス
ボンドを軽減するために、本明細書で記述した諸概念は、個別に又は組み合わせて使用で
きる。上述の主題は例示のみを目的として提供されており、限定的なものと解釈されるべ
きではない。ここに図示及び記述された例示的実施形態や用途に従うことなく、且つ本発
明の真の精神及び特許請求の範囲に規定される本発明の範囲から逸脱することなく、本発
明の主題には各種の修正例や変形例が可能性である。
　また、本願は以下に記載する態様を含む。
（態様１）
　スチフナランアウトであって、
　略垂直方向に構成されて、前面（１２０）と、背面（１２２）と、下縁と、及びウェブ
（１０６）の最も外側に位置するウェブ終了点（２０８）とを含むウェブ（１０６）、及
び
　ベースフランジ（１０８）
を備えており、ベースフランジ（１０８）が、
　　ウェブ（１０６）の下縁に隣接し、ウェブ（１０６）の前面（１２０）から略水平に
延在する第一のフランジ部分（１０８Ａ）、
及び
　　ウェブ（１０６）の下縁に隣接し、ウェブ（１０６）の背面（１２２）から略水平に
延在する第二のフランジ部分（１０８Ｂ）
を備え、かつベースフランジ（１０８）の最も外側に位置するフランジ終了点（２０６）
を含み、フランジ終了点（２０６）がウェブ終了点（２０８）の前方に位置する、スチフ
ナランアウト。
（態様２）
　ベースフランジ（１０８）が、ウェブ（１０６）と位置合わせされた中央位置にあるフ
ランジ終了点（２０６）に凹型ノッチ（２０４）を備えていることにより、ウェブ終了点
（２０８）が凹型ノッチ（２０４）の略中央に位置している、態様１に記載のスチフナラ
ンアウト。
（態様３）
　ウェブ終了点（２０８）が凹型ノッチ（２０４）の弓形の縁上に配置されるように、凹
型ノッチ（２０４）が弓形の縁を備えることを特徴とする、態様２に記載のスチフナラン
アウト。
（態様４）
　ベースフランジ（１０８）がフランジ終了点（２０６）に複数の丸角を備えている、態
様２又は３に記載のスチフナランアウト。
（態様５）
　ペリメータクランプ半径充填材（１１２）をさらに備えており、ペリメータクランプ半
径充填材（１１２）が、ペリメータクランプ半径充填材（１１２）と第一のフランジ部分
（１０８Ａ）の上面の周囲の一部との間に接触領域を形成するために、第一のフランジ部
分の上面の周囲の一部で第一のフランジ部分（１０８Ａ）の上面と接触するように構成さ
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れており、接触領域が、ペリメータクランプ半径充填剤（１１２）と第一のフランジ部分
の上面との間に解放空洞（２１２）を画定している、態様４に記載のスチフナランアウト
。
（態様６）
　解放空洞（２１２）内に配置された柔軟な充填材をさらに備える、態様５に記載のスチ
フナランアウト。
（態様７）
　解放空洞（２１２）への開口部が、ペリメータクランプ半径充填材（１１２）の縁に沿
って配置されるように、接触領域が略Ｃ形状である、態様５又は６に記載のスチフナラン
アウト。
（態様８）
　解放空洞（２１２）への開口部が、ウェブ（１０６）に隣接するペリメータクランプ半
径充填材（１１２）の縁と対向するペリメータクランプ半径充填材（１１２）の縁に沿っ
て配置されている、態様７に記載のスチフナランアウト。
（態様９）
　複合スチフナと複合構造との間のボンドラインの分離を制御する方法であって、
　ウェブ（１０６）及びベースフランジ（１０８）を備えた複合スチフナであって、ウェ
ブ（１０６）がウェブ終了点（２０８）で終了し、ベースフランジ（１０８）がウェブ終
了点（２０８）の前方にあるフランジ終了点（２０６）で終了し、かつ、ベースフランジ
（１０８）が丸角を備える複合スチフナを提供すること、
　ウェブ終了点（２０８）に至る前のある位置における完全な高さからウェブ終了点（２
０８）における減少した高さへとウェブ（１０６）をトリミングすること、
　ウェブ終了点（２０８）が凹型ノッチ（２０４）の略中央に位置するように、ベースフ
ランジ（１０８）内のフランジ終了点（２０６）に凹型ノッチ（２０４）を提供すること
、及び
　ベースフランジ（１０８）の底面を複合構造の上面に接合すること
を含む方法。
（態様１０）
　ペリメータクランプ半径充填材（１１２）とベースフランジ（１０８）の上面の周囲の
一部との間に接触領域を形成するために、ベースフランジ（１０８）の上面の周囲の一部
でベースフランジ（１０８）の上面と接触するように構成された底面を備える少なくとも
１つのペリメータクランプ半径充填材（１１２）を提供することであって、接触領域がペ
リメータクランプ半径充填材（１１２）とベースフランジ（１０８）の上面との間に解放
空洞（２１２）を画定する、提供すること、及び
　少なくとも１つのペリメータクランプ半径充填材（１１２）をベースフランジ（１０８
）の上面に複数の留め具（２１４）を使用して固定することであって、複数の留め具（２
１４）が、ペリメータクランプ半径充填材（１１２）の上面から、解放空洞（２１２）及
びベースフランジ（１０８）を通って複合構造まで延在する、固定すること
をさらに含む、態様９に記載の方法。
（態様１１）
　繊維ガラスウェッジ（４０４）を提供することをさらに含み、ベースフランジ（１０８
）の底面を複合構造の上面に接合することには、繊維ガラスウェッジ（４０４）の底面を
複合構造の上面に接合すること、及び繊維ガラスウェッジ（４０４）の上面をベースフラ
ンジ（１０８）の底面に接合することを含み、ベースフランジ（１０８）は繊維ガラスウ
ェッジ（４０４）の構成に対応する非均一な厚さを備える、態様９又は１０に記載の方法
。
（態様１２）
　ベースフランジ（１０８）の底面を複合構造の上面に接合すると、複合スチフナと複合
構造との間にスカーフジョイント（４０２）が形成されるように、複合構造が非均一の厚
さを有し、ベースフランジ（１０８）が複合構造の非均一な厚さに対応する非均一な厚さ
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【符号の説明】
【００３９】
　１００　　スチフナランアウトアセンブリ
　１０２　　スチフナランアウト
　１０４　　複合構造
　１０６　　ウェブ
　１０８　　ベースフランジ
　１０８Ａ　　第一のフランジ部分
　１０８Ｂ　　第二のフランジ部分
　１１０　　キャップ
　１１２　　ペリメータクランプ半径充填材
　１１４　　ヌードル
　１２０　　前面
　１２２　　背面
　２０２　　丸角
　２０４　　凹型ノッチ
　２０６　　フランジ終了点
　２０８　　ウェブ終了点
　２１０　　接触領域
　２１２　　解放空洞
　２１４　　留め具
　２１６　　開口部
　３０２　　前縁部
　３０４　　完全な高さ
　３０６　　減少した高さ
　４０２　　スカーフジョイント
　４０４　　繊維ガラスウェッジ
　４０６　　ウェッジの斜面
　４０８　　フランジの斜面
　５０２　　構造の斜面
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